
北海道総合教育大綱（素案）概要

Ⅳ 教育環境の整備・充実

16 家庭環境等の要因により学習に困難を有する子ども
たちへの学習支援
・生活困窮世帯等の支援 ・父母等の経済的負担の軽減

17 小規模化が進行する公立学校における教育活動の
充実
・教育環境の充実 ・魅力ある学校づくりや適正な高校配置

18 学校施設・設備等の整備・充実
・耐震化や防災機能の強化 ・通学路の安全確保の推進

Ⅰ 社会で活きる力の育成

１ 幼児教育・保育活動の推進
・好奇心や探求心など生涯にわたる基礎づくり
・０歳から小学校就学前まで一貫した教育・保育活動の推進

２ 確かな学力を育む教育の推進
・全国平均以上に向けた学力向上の取組の推進
・特色ある教育活動の推進

３ 健やかな体を育む教育の推進
・全国平均以上に向けた体力向上の取組の推進
・健康教育や食育の推進

４ 豊かな心を育む教育やいじめ問題等への取組の充実
・豊かな人間性を育む道徳教育や体験活動の推進
・生徒指導・教育体制の充実などでのいじめ問題等への取組

５ 特別支援教育の充実
・一人一人のニーズに応じた専門性の高い教育の推進
・知的障がい特別支援学校高等部の教育環境充実

６ ふるさと教育の充実
・生まれ育った地域の歴史や文化等の理解を深める取組
・アイヌ民族や領土に関する教育の推進

７ キャリア教育・職業教育の推進
・発達段階に応じた体系的なキャリア教育の推進
・望ましい勤労観・職業観の育成に向けた職業教育の推進

８ 学校間連携の促進
・同一学校種間や異学校種間の連携の促進
・特別支援学校と幼稚園・小中学校等との連携の促進

９ ＩＣＴを活用した教育の推進
・ＩＣＴを活用して創造的に取り組む力の育成
・ＩＣＴ教育環境の整備

Ⅲ 地域の教育力の向上と総合的な生涯学習の振興

13 社会全体で子どもたちの学びを支援する取組の推進
・コミュニティスクールや学校支援地域本部の導入推進

14 豊かなつながりの中での子育て支援・家庭教育支援
の充実
・放課後子ども総合プランの推進 ・認定こども園の普及促進

15 地域の活性化に寄与する生涯学習の振興
・社会教育の充実 ・社会教育施設の機能の向上

Ⅱ 北海道の未来を拓く人財の育成

10 グローバル人材の育成
・国際的コミュニケーション能力やチャレンジ精神、異文化への
寛容性の育成

11 産業人材の育成
・農林水産業や観光、食、ものづくり産業など北海道経済を
支える人材の育成

12 理数系・医療系人材の育成
・次世代の科学技術を担う人材の育成
・将来の地域医療を支える人材の育成

Ⅵ 大学等との連携の推進

20 大学等と連携・協働した教育の推進
・高大連携や大学間連携の促進 ・地域の学習機会の拡充

21 大学等の教育研究機能を活用した地域の活性化
・雇用創出や若者定着促進 ・イノベーション人材の発掘・育成

22 魅力ある高等教育機関づくり
・質や魅力の向上 ・地方公共団体との連携・協力の促進

Ⅴ 私学教育の振興

19 私学教育への支援の充実
・経済的負担の軽減 ・教員の資質向上や学校経営の支援

Ⅶ 文化芸術・スポーツの振興

23 地域の文化や芸術の振興
・文化に触れる機会の充実 ・文化活動を支える人材の育成

24 地域スポーツ活動の推進・環境の充実
・ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 ・環境の充実

25 世界の舞台で活躍するトップアスリートの育成
・道民のスポーツへの関心向上 ・競技力の向上

本 道 教 育 の め ざ す 姿

基 本 方 針

※対象期間は平成27年度～29年度までの3年間。

○すべての子どもたちに、社会で自立して活躍できる力や、互いを尊重し、相互に支え合う心を育みます。

○ふるさとを愛し、産業や経済、地域の活力ある未来を切り拓く人材の育成を進めます。

○学校と地域のつながりを深め、地域社会全体で子どもたちの学びを支援する取組を進めます。

○道民一人一人が、絶えざる自己向上の取組の中で、夢や目標を持ち続けながら豊かな人生を送ること
ができる環境を作ります。

○北海道らしい個性的な文化や芸術の振興を図るとともに、スポーツ王国北海道の実現をめざします。


